
 

 

【災害発生時の対応】 磐田西高校 教育活動実施基準       ※令和８年度５月 20日改正 

 

１ 気象警報発令時の教育活動の実施基準  ＜緊急時の対応は学校メール・学校 HP等で指示する＞ 

◎警戒 

レベル 

情報 授業 登校前・登校時の発表・発令

（本校所在地又は居住地） 

在校時の発表・発令 

（本校所在地） 

 ２ 

注

意

報 

大雨注意報 

氾濫注意報 

土砂災害注意報 

強風注意報 

その他の注意報 

通常 

授業 

 

 

□ 安全を確認して登校  

※１ 

□ 気象状況や地域の実情

に応じて、下校させる

こともある。 

 ３ 

警

報 

大雨警報 

氾濫警報 

土砂災害警報 

高潮警報 

通常 

授業 

 

□ 安全を確認して登校  

※１ 

□ 気象状況や地域の実情

に応じて、下校させる

こともある。 

 － 

警

報 

・

特

別

警

報 

暴風（特別）警報 

暴風雪（特別）警報 

 

授業 

中止 

※２ 

 

 

 

□ 安全が確保されるま

で、学校待機。安全が

確保された後に下校さ

せる。 

＜確認事項＞ 

 ・気象情報 

・交通情報 

・道路状況 

 ・保護者への連絡（引渡

しの有無等） 

 ・集団下校者の確認 

 ・下校時の安全指導（自

転車通学者を含む） 

 ・下校途中で帰宅不能に

なった場合の対応 

□ 安全が確保できない場

合は、学校に留め置き、

保護者に引き渡す。 

４ 

危

険

警

報 

 

大雨危険警報 

氾濫危険警報 

土砂災害警報 

高潮危険警報 

授業 

中止 

 

危険な場所から全員避難す

る。※３ 

  

 ５ 

特

別

警

報 

等 

大雨特別警報 

氾濫特別警報 

土砂災害特別警報 

高潮特別警報 

 

授業 

中止 

（すでに災害が発生または

切迫している状況であるた

め、）ただちに命を守る行動

をとる。※３ 

 ◎警戒レベルについては、気象庁ＨＰの「新たな防災気象情報について（令和８年～）」を参照のこと。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html 

 

 

 

 

 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html


 

 

 

 

※１   非常変災時における生徒の登校に関する基本方針 

・生徒は、居住地域や通学経路の状況を十分に確認したうえで、安全に登校・下校できるかを 

判断する（各家庭において、安全確保を最優先に判断し、やむを得ず登校を見合わせる場合は、 

必ず学校に連絡する）。 

・気象状況や公共交通機関の運休等により、各家庭の判断で、やむを得ず登校を見合わせた場 

合は、原則として「出席停止」とする（欠席日数としては記録されないが、授業は「欠課」と 

なる）。 

 

※２ 「暴風（暴風雪）警報」「暴風（暴風雪）特別警報」に関して、生徒は次のように行動する。 

基準時刻 午前６時 00分に 午前 11時 00分までに 午前 11時 00分に 

基準地域 

A本校所在地 

B生徒の居住地 

C通学経路となる

地域 

A・B・Cのいずれかにお

いて 

 

A・B・Cのいずれかにお

いて 

 

Aにおいて 

 

警報の種類及び

発表・解除の状況 

暴風（暴風雪）警報又は 

暴風（暴風雪）特別警報 

が発表されている。 

暴風（暴風雪）警報又は 

暴風（暴風雪）特別警報 

が解除された。 

暴風（暴風雪）警報又は 

暴風（暴風雪）特別警報 

が発表されている。 

生徒の行動 

 

自宅待機 

 

なお、基準地域 A に警

報は発表されていない

が、基準地域 B又は Cに

警報が発表されている

場合、当該生徒のみ自

宅待機（原則、出席停止

扱い） 

 

 

 

 

安全を確認して登校 

（午後１時に SHR） 

 

なお、基準地域 A で解

除されていても、B又は

C に警報が発表されて

いる場合、当該生徒は

自宅待機（原則、出席停

止扱い） 

 

休校 

 

※３ 「警戒レベル４（避難指示）」「土砂災害警戒情報」「氾濫危険情報」、「警戒レベル５（緊急安全

確保）」「大雨特別警報」「氾濫発生情報」に関しては、「暴風（暴風雪）警報」「暴風（暴風雪）

特別警報」に準じるものとし、生徒は上記の表に基づいて行動する。 

 

 



 

 

 

 

２ その他の教育活動の実施基準      ＜緊急時の対応は学校メール・学校 HP等で指示する＞ 

災害の種類 状況 登校前・登校 在校時 

地震災害 地震発生： 

 

震度４以下 □ 通常登校   

 

 

□ 通常授業（原則） 

震度５弱 □ 自宅待機（本校

の指示を待つ） 

□ 授業中止 

□ 安全が確保できるまで学

校待機。 

□ 安全が確保された後、保

護者への引渡し又は地

区ごとに下校 

震度５強以上 

 

□ 自宅待機（休校） 

南海トラフ地震

情報の発表 

 

巨大地震注意 □ 通常登校  □ 通常授業（原則） 

 

巨大地震警戒 □ 住民事前避難対

象地域に居住す

る生徒は避難（原

則、避難先から

登校） 

 

 

□ 通常授業（原則） 

□ 住民事前避難対象地域

に居住する生徒は、下校

又は保護者への引き渡し

後に避難（原則、避難先

から登校） 

 

 

津波災害 注意報・警報

の発令 

 

 

津波注意報 □ 通常登校 

 

□ 通常授業 

津波警報 

 

□ 避難又は自宅待

機（本校の指示

を待つ） 

□ 授業中止（原則） 

□ 沿岸部に居住する生徒

は、警報解除まで学校で

待機 

大津波警報 

 

ライフライン

（電力・上水

道）の停止 

停電 本校が停電 

 

□ 自宅待機 □ 授業中止 

□ 下校 

居住地域が停電 □ 通常登校  

 

 

□ 停電地域の範囲により

対応を判断し、学校メー

ル・学校ＨＰ等で指示 

断水 本校が断水 

 

□ 自宅待機 □ 授業中止 

□ 下校 

居住地域が断水 □ 通常登校 □ 断水地域の範囲により



 

 

 

原子力災害 緊急事態の発

生（ＰＡＺ・Ｕ

ＰＺ圏内） 

 

警戒事態 □ 自宅待機 □ 下校又は保護者への引

渡し ※４ 

施設敷地緊急事

態 

（屋内退避準

備） 

□ 下校又は屋内での保護

者への引渡し ※４ 

全面緊急事態 

（屋内退避） 

□ 屋内での保護者への引

渡し ※４ 

 

※４  原子力発電所における緊急事態発生時の対応に関する基本方針針 

□ 本校はＵＰＺ（緊急時防護措置準備区域）内に所在するため、原子力災害が発生した場合は、 

ただちに教育活動を中止し、自治体等の指示に基づき対応する。 

□ 原則として、自家用車による避難が想定されていることから、保護者と生徒が可能な限り、 

一緒に行動できるよう、下校または保護者への引渡しの時期を判断する。 

□ 下校または保護者への引渡しができない生徒については、学校に留め置く（施設敷地緊急事 

態・全面緊急事態の場合は、屋内に留め置く）。 

□ 放射性物質の漏えい等により、自治体から避難指示が出された場合は、教職員が引率し、バ 

ス等により集団避難を行うことがある。ただし、可能な限り、その前の段階で下校または保護者 

への引渡しを行うよう努める。 

 

 

 

 

 

対応を判断し、学校メー

ル・学校ＨＰ等で指示 


